
新型コロナウイルス対策に係るインドネシア政府による入国制限措置（テレックス査証の

延長手続き期限：注意喚起） 

 

令和２年９月１０日 

在スラバヤ日本国総領事館 

 

● 法務人権省入国管理総局から、やむを得ない場合の滞在許可（ITKT）により滞在中の外

国人が新たなテレックス査証を申請する場合、９月１４日までに申請を行うよう注意喚起

がありました。 

● 申請を予定されている方におかれては、早めの申請をお勧めします。 

 

１．すでにお知らせしたとおり、８月１８日、法務人権省入国管理総局は、インドネシア国

内滞在中の外国人の滞在許可延長等の手続き期限を９月２０日に延長する旨発表しました。

その内容については、８月１９日付け当館お知らせ（ https://www.surabaya.id.emb-

japan.go.jp/files/100085186.pdf ）のとおりです。 

 

２．これに関し、今般、同総局は、ソーシャルメディアを通じ、やむを得ない場合の滞在許

可（ITKT）により滞在中の外国人が引き続きインドネシアに滞在するために必要なテレック

ス査証を申請する場合の申請期限等に関し、以下のような注意喚起を行いました。 

（１）新規のテレックス査証の発給等の手続きは９月２０日までに完了させる必要がある。

手続きには５業務日が必要であるため、９月１４日までに入国管理事務所に申請を行わな

ければならない。 

（２）新規のテレックス査証は、インドネシア滞在中の滞在許可と見なされ、９月２０日ま

でに取得していなければならない。 

（３）９月２０日までにテレックス査証を取得できなければ、オーバーステイとして扱われ

る。 

 

３．８月１８日の入国管理総局の発表では明示的に述べられていませんでしたが、今般の注

意喚起により、テレックス査証の申請は９月１４日までに行う必要があるとされました。申

請を予定されている方におかれては、詳細について直接入国管理事務所に確認されるとと

もに、早めの申請をお勧めします。 

 

４．更なる詳細については、インドネシア法務人権省入国管理総局のＳＮＳ（Instagram

（  https://www.instagram.com/ditjen_imigrasi/?hl=ja ）

/Facebook( https://m.facebook.com/pg/DitjenImigrasi/posts/?ref=page_internal&mt_

nav=0 )/Twitter（ https://mobile.twitter.com/ditjen_imigrasi?lang=ja ））、入国管理



事務所または入国管理総局設置のオンライン・インフォメーション・センターWhatsApp Chat 

Service（+62-(0)821-1430-9957／+62-(0)821-1376-7654）にお問い合わせください。 

当館管轄内の各入国管理事務所の連絡先については以下のとおりです。 

（１）東ジャワ州 

  ア スラバヤ入国管理事務所（031-8690534） 

  イ タンジュンペラック入国管理事務所（031-7315570） 

  ウ マラン入国管理事務所（0341-491039） 

  エ クディリ入国管理事務所（0354-688307） 

  オ マディウン入国管理事務所（0351-386667） 

  カ ブリタール入国管理事務所（0342-554759） 

  キ ジュンブル入国管理事務所（0331-335494） 

（２）北カリマンタン州 

   タラカン入国管理事務所（0551-21242） 

（３）東カリマンタン州 

  ア サマリンダ入国管理事務所（0541-743945） 

  イ バリクパパン入国管理事務所（0542-443186） 

（４）南カリマンタン州 

   バンジャルマシン入国管理事務所（0511-4707758） 

 

５．なお、今般の注意喚起では、８月１８日の発表で、９月２０日まで手続きを行うことが

できるとされていた、やむを得ない場合の滞在許可により滞在中の外国人の滞在許可の延

長手続きの期限については、言及がありません。この延長手続きに関する詳細についても、

入国管理事務所に直接確認されるとともに、早めの申請をお勧めします。 

 

６．インドネシア政府は，出入国及び滞在に関する制度やその運用を随時変更しており，こ

れらは突然に変更される可能性があります。当館としては，できるだけ速やかな情報のアッ

プデートに努めていますが，邦人の皆様におかれても最新の関連情報の入手に努めてくだ

さい。 


